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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
経
済
財
政
の
基
本
方
針
二
〇
〇
七
に
お
け
る
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
伸
び
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
、

二
及
び
五
に

つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、

二
〇

一
〇
年
代
半
ば
に
向
け
、

国
と
地
方
を
合
わ
せ
た
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
を
安
定
的
に
引
き

下
げ
る
こ
と
を
帽
指
し
、

ま
ず
は
二
〇

一
一
年
度
に
は
、

国
と
地
方
を
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政
収
支
を
確
実
に
黒
字
化
す
る

こ
と
と
し
て
ぃ

一
る
。

国
に

つ
い
て
も
、

二
①

一
〇
年
代
半
ば
に
向
け
、

債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
を
安
定
的
に
引
き
下
げ

る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
お
り
、

二
〇

一
一
年
度
に
向
け
、

基
礎
的
財
政
収
支
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
均
衡
を
回
復
さ

せ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

・

な
お
、

御
指
摘
の

「
日
本
経
済
の
進
路
と
戦
略
」

（平
成
十
九
年

一
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
の
参
考
試
算
に
お
け
る
公

債
等
残
高
の
国
内
総
生
産
比
率
の
計
数
は
、

「経
済
財
政
モ
デ
ル

（第
二
次
改
定
版
）
」

（平
成
十
九
年
二
月
内
閣
府
公
表
。

以
下

「経
済
財
政

モ
デ
ル

（第
二
次
改
定
版
）
」
と
い
う
。

）
に
よ
る
計
算
結
果
で
あ
る
。

三
、

四
及
び
七
に

つ
い
て

御
指
摘
の

「積
極
財
政
で
財
政
が
健
全
化
す
る
」
と
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

例
え
ば
公
共
投
資
に
つ



き
国
内
総
生
産
の

一
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
を
継
続
的
に
増
額
す
る
よ
う
な
政
策
に
つ
い
て
、　

一
定
の
仮
定
の
下
、

経
済
財
政
モ

デ
ル

（第
二
次
改
定
版
）
に
お
け
る
乗
数
表
を
用
い
て
計
算
す
る
と
、

公
債
等
残
高
の
国
内
総
生
産
比
率
は
、

三
年
目
以
降

上
昇
す
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

計
量
経
済
モ
デ
ル
に
よ
る
計
算
結
果
は
、

誤
差
を
伴
う
た
め
、

相
当
の

幅
を
も

つ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

現
実
の
経
済
政
策
を
行
う
に
当
た

っ
て
は
、

計
量
経
済
モ
デ
ル
に
よ

る
計
算
結
果
を
参
考
と
し
つ
つ
も
、

そ
の
時
々
の
経
済
状
況
等
を
十
分
に
踏
ま
え
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ブハせ
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、

「経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
六
」

（平
成
十
八
年
七
月
七
日
閣
議
決
定
）

で
示
さ
れ
た
歳
出

・
歳
入

一
体
改
革
を
確
実
に
実
現
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

人
及
び
九
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
年
金
制
度
改
正
に
お
い
て
は
、

財
政
均
衡
期
間

（年
金
財
政
に
お
い
て
収
支
を
均
衡
さ
せ
る
期
間
を
い
う
。

）

に
関
し
て
従
来
の
方
式
を
改
め
、

お
お
む
ね
百
年
間
の
年
金
財
政
の
均
衡
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

年
金
財
政
に
お
い
て
、

保
険
料
収
入
及
び
給
付
費
は
長
期
的
に
は
賃
金
の
上
昇
に
応
じ
て
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か



ら
、

実
質
的
な
運
用
利
回
り

（運
用
利
回
り
か
ら
賃
金
上
昇
率
を
控
除
し
た
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。

）
が
重
要
な
要
素

で
あ
る
。

平
成
十
六
年
財
政
再
計
算
に
お
い
て
は
、

実
質
的
な
運
用
利
回
り
は
平
成
二
十
年
度
ま
で
は

「構
造
改
革
と
経
済

財
政
の
中
期
展
望
十
二
〇
〇
三
年
度
改
定
参
考
資
料
」

（平
成
十
六
年

一
月
十
六
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
提
出
）
を
基
に
算

出
し
、

平
成
二
十

一
年
度
以
降
は
、

長
期
の
運
用
利
回
り
三

・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
賃
金
上
昇
率
二

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
控

除
し
た

一
。
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
設
定
し
て
い
る
。

な
お
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
上
昇
率
は
平
成
十
六
年
財
政
再
計
算
の
前
提
と
し
て
直

接
用
い
て
い
な
い
。

実
質
的
な
運
用
利
回
り
の
実
績
は
、

平
成
十
六
年
財
政
再
計
算
の
推
計
初
年
度
で
あ
る
平
成
十
五
年
度
か
ら
実
績
の
判
明

し
て
い
る
平
成
十
七
年
度
ま
で
の
三
年
度
の
平
均
で
五

・
①
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、

平
成
十
六
年
財
政
再
計
算
に
お
け
る
同

期
間
中
の
実
質
的
な
運
用
利
回
り
の
見
込
み
の
平
均
で
あ
る

一
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
四
ポ
イ
ン
ト
程
度
上
回
っ
て
い
る
。

ま
た
、

御
指
摘
の

「経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
〇
七
」

（平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
は
、

経
済
情
勢

等
を
踏
ま
え

つ
つ
、

経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。


